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豊明市税条例（昭和４７年豊明市条例第４４号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○豊明市税条例 ○豊明市税条例 

昭和４７年８月１日 昭和４７年８月１日 

条例第４４号 条例第４４号 

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 

第３３条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７第１

項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金（愛知県知

事が定めるものに限る。）若しくは金銭を支出した場合には、同項に

規定するところにより控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同条

第２項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては、当

該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において

「控除額」という。）をその者の第３３条の３及び前条の規定を適用

した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、

当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所

得割の額に相当する金額とする。 

第３３条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７第１

項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金（愛知県知

事が定めるものに限る。）若しくは金銭を支出した場合には、同項に

規定するところにより控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同条

第２項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては、当

該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において

「控除額」という。）をその者の第３３条の３及び前条の規定を適用

した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、

当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所

得割の額に相当する金額とする。 

（１）～（４） 略 （１）～（４） 略 

（５） 所得税法施行令第２１７条第３号に規定する公益社団法人及

び公益財団法人（所得税法施行令の一部を改正する政令（平成２０

年政令第１５５号）附則第１３条第２項の規定によりなおその効力

を有するものとされる改正前の所得税法施行令第２１７条第１項第

２号及び第３号に規定する民法法人を含む。）に対する寄附金（出

（５） 所得税法施行令第２１７条第３号に規定する公益社団法人及

び公益財団法人                       

                              

                              

                     に対する寄附金（出

報告第５号参考資料 
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資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人

の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人

の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

（６）～（１０） 略 （６）～（１０） 略 

２ 略 ２ 略 

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第４６条 略 第４６条 略 

２～８ 略 ２～８ 略 

９ 法第３２１条の８第６０項に規定する特定法人である内国法人は、

第１項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の

市民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第６０項及

び施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとさ

れている事項（次項及び第１１項において「申告書記載事項」とい

う。）を、法第７６２条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報

処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構（第１１項において「機

構」という。）を経由して行う方法により市長に提供することによ

り、行わなければならない。 

９ 法第３２１条の８第６２項に規定する特定法人である内国法人は、

第１項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の

市民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第６２項及

び施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとさ

れている事項（次項及び第１１項において「申告書記載事項」とい

う。）を、法第７６２条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報

処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構（第１１項において「機

構」という。）を経由して行う方法により市長に提供することによ

り、行わなければならない。 

１０～１４ 略 １０～１４ 略 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第３

２１条の８第６９項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、

これらの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第１２項前段

の期間内に行う第９項の申告については、第１２項前段の規定は適用

しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を

受けたときは、この限りでない。 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第３

２１条の８第７１項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、

これらの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第１２項前段

の期間内に行う第９項の申告については、第１２項前段の規定は適用

しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を

受けたときは、この限りでない。 
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１６ 略 １６ 略 

（固定資産課税台帳の閲覧の手数料） （固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第６７条の２ 法第３８２条の２に規定する固定資産課税台帳        

                                                  の閲覧を行う

ものは、手数料を納付しなければならない。ただし、法第４１６条第

３項又は第４１９条第８項の規定により公示した期間において納税義

務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない。 

第６７条の２ 法第３８２条の２に規定する固定資産課税台帳（同条第

１項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧を行う

ものは、手数料を納付しなければならない。ただし、法第４１６条第

３項又は第４１９条第８項の規定により公示した期間において納税義

務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない。 

２ （略） ２ （略） 

（固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料） （固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料） 

第６７条の３ 法第３８２条の３に規定する固定資産課税台帳に記載さ

れている事項の証明書                                          

          の交付を請求するものは、手数料を納付しなければならな

い。 

第６７条の３ 法第３８２条の３に規定する固定資産課税台帳に記載さ

れている事項の証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたもの

を含む。）の交付を請求するものは、手数料を納付しなければならな

い。 

２ （略） ２ （略） 

附 則 附 則 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ （略） 第１０条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法附則第１５条第２７項第１号イに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は、３分の２とする。 

３ 法附則第１５条第２６項第１号イに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は、３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２７項第１号ロに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は、３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２６項第１号ロに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は、３分の２とする。 



4/7 

５ 法附則第１５条第２７項第１号ハに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２６項第１号ハに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２７項第１号ニに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２６項第１号ニに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第２７項第２号イに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は４分の３とする。 

７ 法附則第１５条第２６項第２号イに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第２７項第２号ロに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第２６項第２号ロに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第２７項第２号ハに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は、４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第２６項第２号ハに規定する設備について同号に規

定する市の条例で定める割合は、４分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第２７項第３号イに規定する設備について同号に

規定する市の条例で定める割合は、２分の１とする。 

１０ 法附則第１５条第２６項第３号イに規定する設備について同号に

規定する市の条例で定める割合は、２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第２７項第３号ロに規定する設備について同号に

規定する市の条例で定める割合は、２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第２６項第３号ロに規定する設備について同号に

規定する市の条例で定める割合は、２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第２７項第３号ハに規定する設備について同号に

規定する市の条例で定める割合は、２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第２６項第３号ハに規定する設備について同号に

規定する市の条例で定める割合は、２分の１とする。 

１３ 法附則第１５条第３０項に規定する市の条例で定める割合は、３

分の２とする。 

１３ 法附則第１５条第２９項に規定する市の条例で定める割合は、３

分の２とする。 

１４ 法附則第１５条第３４項に規定する市の条例で定める割合は、３

分の１とする。 

１４ 法附則第１５条第３３項に規定する市の条例で定める割合は、３

分の１とする。 

１５ 法附則第１５条第３５項に規定する市の条例で定める割合は、３

分の２とする。 

１５ 法附則第１５条第３４項に規定する市の条例で定める割合は、３

分の２とする。 
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１６ 法附則第１５条第４６項に規定する市の条例で定める割合は、３

分の１とする。 

１６ 法附則第１５条第４３項に規定する市の条例で定める割合は、３

分の１とする。 

１７～１８ （略） １７～１８ （略） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

第１０条の３ （略） 第１０条の３ （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修住宅  又は同条第１０

項の熱損失防止改修専有部分  について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事  が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則

附則第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は同条第１０

項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則

附則第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 熱損失防止改修工事  が完了した年月日 （４） 熱損失防止改修工事等が完了した年月日 

（５） 熱損失防止改修工事  に要した費用及び令附則第１２条第３

１項に規定する補助金等 

（５） 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第１２条第３

１項に規定する補助金等 

（６） 熱損失防止改修工事  が完了した日から３月を経過した後に

申告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなかっ

た理由 

（６） 熱損失防止改修工事等が完了した日から３月を経過した後に

申告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなかっ

た理由 

１０ （略） １０ （略） 

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修住 １１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修等
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宅又は  同条第５項に規定する特定熱損失防止改修住宅専用部分  に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第１５条

の９第９項に規定する熱損失防止改修工事  が完了した日から３月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１１

項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

住宅又は同条第５項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第１５条

の９第９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から３月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１１

項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 熱損失防止改修工事  が完了した年月日 （４） 熱損失防止改修工事等が完了した年月日 

（５） 熱損失防止改修工事  に要した費用及び令附則第１２条第３

１項に規定する補助金等 

（５） 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第１２条第３

１項に規定する補助金等 

（６） 熱損失防止改修工事  が完了した日から３月を経過した後に

申告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなかっ

た理由 

（６） 熱損失防止改修工事等が完了した日から３月を経過した後に

申告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなかっ

た理由 

１２・１３ （略） １２・１３ （略） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の

固定資産税の特例） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の

固定資産税の特例） 

第１２条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固

定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当

該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課

税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３の２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格

に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。）に１

００分の５                                                    

第１２条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固

定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当

該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課

税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３の２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格

に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。）に１

００分の５（商業地等に係る令和４年度分の固定資産税にあっては、
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                  を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の固

定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）（当該宅

地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合に

おける固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を

超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。 

１００分の２．５）を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の固

定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）（当該宅

地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合に

おける固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を

超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 
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豊明市都市計画税条例（昭和４７年豊明市条例第４５号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

附 則 附 則 

（法附則第１５条第３４項の条例で定める割合） （法附則第１５条第３３項の条例で定める割合） 

２ 法附則第１５条第３４項に規定する市の条例で定める割合は、３分

の１とする。 

２ 法附則第１５条第３３項に規定する市の条例で定める割合は、３分

の１とする。 

（法附則第１５条第３５項の条例で定める割合） （法附則第１５条第３４項の条例で定める割合） 

３ 法附則第１５条第３５項に規定する市の条例で定める割合は、３分

の２とする。 

３ 法附則第１５条第３４項に規定する市の条例で定める割合は、３分

の２とする。 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の

都市計画税の特例） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の

都市計画税の特例） 

５ 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画

税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地

等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準

額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべ

き価格（当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第７０２条

の３の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定

める率を乗じて得た額。以下同じ。）に１００分の５       

                            を乗じ

て得た額を加算した額（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年

度分の都市計画税の課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５

５ 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画

税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地

等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準

額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべ

き価格（当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第７０２条

の３の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定

める率を乗じて得た額。以下同じ。）に１００分の５（商業地等に係

る令和４年度分の都市計画税にあっては、１００分の２．５）を乗じ

て得た額を加算した額（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年

度分の都市計画税の課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５

報告第６号参考資料 
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条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る都市計画税額（以下「宅地等調整都市計画税額」という。）を超え

る場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。 

条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る都市計画税額（以下「宅地等調整都市計画税額」という。）を超え

る場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。 

１５ 附則第５項及び第７項の「宅地等」とは法附則第１７条第２号に、

附則第５項及び第８項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは

法附則第２５条第６項において読み替えて準用される法附則第１８条

第６項に、附則第６項    、第８項及び第９項の「商業地等」と

は法附則第１７条第４号に、附則第８項から第１０項までの「負担水

準」とは法附則第１７条第８号ロに、附則第１０項の「農地」とは法

附則第１７条第１号に、附則第１０項の「前年度分の都市計画税の課

税標準額」とは法附則第２６条第２項において読み替えて準用される

法附則第１８条第６項に、附則第１１項から第１３項までの「市街化

区域農地」とは法附則第１９条の２第１項に、附則第１２項の「前年

度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第２７条の２第３項にお

いて読み替えて準用される法附則第１８条第６項に規定するところに

よる。 

１５ 附則第５項及び第７項の「宅地等」とは法附則第１７条第２号に、

附則第５項及び第８項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは

法附則第２５条第６項において読み替えて準用される法附則第１８条

第６項に、附則第５項、第６項、第８項及び第９項の「商業地等」と

は法附則第１７条第４号に、附則第８項から第１０項までの「負担水

準」とは法附則第１７条第８号ロに、附則第１０項の「農地」とは法

附則第１７条第１号に、附則第１０項の「前年度分の都市計画税の課

税標準額」とは法附則第２６条第２項において読み替えて準用される

法附則第１８条第６項に、附則第１１項から第１３項までの「市街化

区域農地」とは法附則第１９条の２第１項に、附則第１２項の「前年

度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第２７条の２第３項にお

いて読み替えて準用される法附則第１８条第６項に規定するところに

よる。 

１６ 法附則第１５条第１項、第１０項、第１５項から第１９項まで、

第２１項、第２２項、第２６項、第２９項、第３３項から第３５項ま

で、第３７項から第３９項まで、第４２項若しくは第４３項、第１５

条の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定の適用がある各年度

分の都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第３３項」とあるのは

１６ 法附則第１５条第１項、第１０項、第１４項から第１８項まで、

第２０項、第２１項、第２５項、第２８項、第３２項から第３６項ま

で、第３９項、第４０項若しくは第４４項        、第１５

条の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定の適用がある各年度

分の都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第３３項」とあるのは
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「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条の３まで若しくは

第６３条」とする。 

「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条の３まで若しくは

第６３条」とする。 
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豊明市職員の給与に関する条例（昭和４７年豊明市条例第３４号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（期末手当） （期末手当） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額

に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120  を乗じて得た額

に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分

の127.5」とあるのは「100分の72.5」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分

の120  」とあるのは「100分の67.5」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	報告第５号参考資料
	報告第６号参考資料
	議案第４０号参考資料

